
 

２  「  パーマネ ン シ ー保障の考え 方に基づく 支援体制の構築 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・ こ れま で の取組  

 

１  困難を 抱え る 妊産婦を 含む子供や家庭に対する 支援体制の構築及び予防的支援の

充実 

 

○ 児童福祉法・ 母子保健法の改正によ り 、 児童福祉部門と 母子保健部門が一体と

な り 妊娠期から 包括的な 相談支援を 実施する こ ど も 家庭セ ン タ ーの設置が各区市

町村へ努力義務化。 都は、 こ ど も 家庭セ ン タ ー体制強化事業の実施によ り 、 こ ど

も 家庭セン タ ーの設置を 促進 

 

○ と う き ょ う マ マ パパ応援事業を 通じ て 、 妊娠期か ら 子育て 期にわた る 切れ目な

い支援体制を 整備する 区市町村への支援を 強化 

 

○ 妊娠・ 出産・ 子育て の不安に対応する 相談支援、 研修等を 実施 

 

○ 虐待の未然予防や特定妊婦等に対する サポ ート を 関係機関と 連携し て 実施する

区市町村を 支援 

 

２  児童相談所のケ ース マ ネ ジ メ ン ト 体制の充実強化 

児童相談所は、 法第 2 7  条第１ 項第３ 号に基づき 、 里親等への委託又は児童福祉

施設等への措置を 必要と する 場合において は、 家庭養育優先原則と パーマ ネ ン シ ー

保障の理念に基づき 、 ま ずは親族里親、 養子縁組里親、 養育里親若し く は専門里親

又はフ ァ ミ リ ーホ ーム の中から 、 こ ど も の意見又は意向や状況等を 踏ま え つつ、 こ

ど も にと っ て 最良の養育先と する 観点から 、 代替養育先を 検討する 必要があ る 。  

【 児童相談所運営指針よ り 抜粋】  

 

＜ケ ース マ ネ ジ メ ン ト の徹底＞ 

 ○ 所内の定期的な ケ ース の進行管理会議で、 子供の状況を 確認し な がら 、 援助方

針の見直し を 検討 

（ 目指す方向性）  

○妊娠期から 子育て 期にわた る 切れ目のな い支援の実施・ 充実 

 

○家庭養育優先原則と パーマ ネン シ ー保障に基づく ケ ース マネ ジ メ ン ト の徹底 

 

○移行期の連携体制の構築 
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 ○ 各児童相談所に設置し て いる 里親委託等推進委員会に乳児院や児童養護施設の

職員等の参加を 求め、 入所児童の生活状況等を 踏ま え 、 き め細かに委託の可否を

検討 

 

＜里親委託、 家庭復帰促進に向け た 児童相談所の体制＞ 

 ○ 里親養育支援児童福祉司（ 常勤） 及び養育家庭専門員（ 会計年度任用職員） が、

地域の養育家庭への支援等を 担当 

 

 ○ 家庭復帰担当司（ 常勤） 及び家庭復帰支援員（ 会計年度任用職員） が、 措置中

児童の家庭復帰に向け た 取組を 担当 

 

３  移行期の連携体制の構築 

 

 ○ 支援を 要する 児童への切れ目のな い支援に向け て 、 要保護児童対策地域協議会

の個別ケ ース 検討会議や実務者会議等において 、 関係機関同士で役割分担を 明確

にし た 上で、 連携し な がら ケ ース に対応 

 

 ○ 関係機関向け 研修教材・ 研修プロ グ ラ ム を 作成し 区市町村へ提供 

 

 

 課題と 取組の方向性  

＜課題１ ＞妊娠期から 子育て 期にわた る 切れ目のな い支援の実施・ 充実が必要 

○ 母子保健部門と 児童福祉部門が連携し な がら 、 サポ ート が必要な 妊婦や子育て

家庭を 把握し 、 適切な 支援につな げる 体制整備を 促進する た め、 区市町村への支

援を 一層充実する こ と が必要 

 

 ○ 子育て 家庭等に対し 、 妊娠期か ら 伴走型の寄り 添い支援を 実施する ほか、 母子

保健サービ ス や家庭支援事業な ど 必要な 支援を 提供する こ と で 、 虐待等に至る 前

の予防的支援を 充実する こ と が必要 

 

 〇 要支援家庭に対し 、親子を 分離する こ と な く 、在宅での生活を 継続でき る よ う 、

親の養育支援を 支え る 取組が必要 

 

 ○ 虐待予防に向け て 、 特に支援の必要な 妊産婦等への支援の充実が重要な た め、

地域で関係機関が連携し な がら 妊産婦等を サポ ート する 新た な 仕組みや、 特定妊

婦等が安心し て 生活でき る 環境整備が必要 
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＜課題２ ＞児童相談所のケ ース マ ネ ジ メ ン ト の徹底に向け た 体制強化 

○ 家庭養育優先原則と パーマ ネ ン シ ー保障の理念に基づき 、 児童や親権者に対し

て 、 き め細かな ケ ース マネ ジ メ ン ト を 行う た め、 児童相談所の体制を 一層強化す

る 必要 

 

○ 虐待によ り 、 一時保護や入所措置等を 行っ た 子供が家庭に復帰し 、 地域で 安心

し て 暮ら せる た めの援助には関係機関の理解や支援の役割分担の調整に時間を 要

する 。 ま た 、 里親委託について は実親の同意や委託後のき め細かな フ ォ ロ ー等が

必要 

 

 

 

 

 

 

（ 取組１ －３ ） 特に支援が必要な 妊産婦への支援の充実 

 ○ 支援が必要な 妊産婦を 地域で支え る ネ ッ ト ワ ーク の構築について 検討 

 

 ○ 民間事業者と 連携し 、 特定妊婦等への支援を 充実 

（ 取組１ －２ ） 地域での切れ目のな い支援体制の充実 

 ○ 面談等の伴走型相談支援や母子等への産後ケ ア 、 子育て 家庭への家事育児サポ

ータ ー派遣な ど 、産後う つや乳幼児の虐待予防に資する 取組を 行う 区市町村への

支援を 充実 

 

 ○ 子育て 世帯訪問支援事業や子育て 短期支援事業等、 家庭支援事業に取り 組む区

市町村への支援の充実を 検討 

 

 〇 母子生活支援施設な ど の地域の資源を 活用し た 母子一体型シ ョ ート ス テ イ や、

シ ョ ート ス テ イ の協力家庭の拡大を 推進 

（ 取組１ －１ ） こ ど も 家庭セ ン タ ーの体制強化 

○ こ ど も 家庭セン タ ーにおいて 、 妊産婦の悩みやニ ーズ を 適切に把握し 、 寄り 添

い支援を 行う こ と で虐待の未然防止へ積極的に取り 組む区市町村への支援を 充

実 

（ 取組２ －１ ） 児童相談所の体制の一層の強化 

○ 児童相談所におけ る 専門職の計画的な 増員と 、 家庭養育優先原則と パーマネ

ン シ ー保障を 徹底する マネ ジ メ ン ト 体制の強化 

（ 取組２ －２ ） 進行管理の徹底と フ ォ ス タ リ ン グ 機関と の連携強化 

 ○ 各児童相談所におけ る 里親等委託率や課題を 定期的に共有し 、進捗状況の確認

を 徹底 

 〇 フ ォ ス タ リ ン グ 機関と 連携し た 里親へのき め細かな 支援体制の充実強化 
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＜課題３ ＞ 

○ 措置変更時な ど 、 中心と な る 支援者が変わる 移行期において も 、 支援が途切れ

る こ と な く 関係機関同士で 連携し な がら 支援の連続性を 保証する 仕組みを 構築す

る 必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価指標  

 

取組 指標名 現状 目標値 

取組１ －１  こ ど も 家庭セ ン タ ー体制強化事

業実施自治体数（ 都独自）  

現時点では未

実施 
 

取組１ －１  こ ど も 家庭セ ン タ ー設置に 向け

た 区市町村研修実施自治体数（ 都

独自）  

今後調査予定  

取組１ －２  
産後ケ ア 事業の利用率（ 都独自）  

2 3 .1 ％ 

(令和４ 年度) 
増やす 

取組１ －２  市町村子ど も・ 子育て 支援事業計

画に おけ る 家庭支援事業の 確保

方策 

今後調査予定  

取組１ －２  市区町村に おけ る 子育て 短期支

援事業を 委託し て いる 里親・ フ ァ

ミ リ ーホ ーム 、児童家庭支援セン

タ ー数 

今後調査予定  

取組１ －３  特定妊婦等への 支援に 関係する

職員等に対する 研修の実施回数、

受講者数 

研修 1 1 回、

受講者 

9 ,0 4 5 名 

 

取組１ －３  妊産婦等生活援助事業の 実施事

業所数 
今後調査予定  

取組１ －３  助産施設の設置数 3 8 施設  

 

 

（ 取組３ ）  

 ○ 要保護児童対策地域協議会等のネ ッ ト ワ ーク を 通じ て 、あ ら ゆる 機関の支援者

が相互の理解を 深めつつ途切れずに支援し て いく た めの、き め細やかな 情報共有

体制や取組を 検討 
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３  「  家庭と 同様の環境におけ る 養育の推進 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・ こ れま で の取組  

 

１  里親制度の普及、 登録家庭数の拡大、 委託の促進 

 〇 里親制度の認知度の向上を 図る た め、 ウ ェ ブサイ ト の運営等の広域的な 広報や、

フ ォ ス タ リ ン グ 機関によ る 地域での広報、 出前講座や体験発表会等の取組を 実施 

 

 〇 フ ォ ス タ リ ン グ 機関に区市町村連携コ ーディ ネ ータ ーを 配置し 、 区市町村と 連

携し た 里親の新規開拓及び普及啓発等に関する 取組を 実施 

 

  〇 養育家庭の登録数及び里親等委託率は増加傾向で はあ る が、 計画の目標値には

届いて いな い状況 

 

 〇 養子縁組里親は登録に対し て 候補児童が少な く 、 マ ッ チン グ に至ら な い家庭が

相当数存在する こ と から 、養子縁組にはこ だわら ず、 児童の長期的な 養育を 希望す

る 家庭に対し て 養育家庭と し て の委託でき る よ う 、 二重登録の運用を 開始 

 

２  里親に対する 支援 

 〇 令和２ 年度から フ ォ ス タ リ ン グ 機関によ る 、 包括的な 里親支援を 実施 

 

〇 令和６ 年度中に、 全て の都児童相談所担当地域でフ ォ ス タ リ ン グ 機関を 導入予定 

 

〇 令和６ 年４ 月に施行さ れた改正児童福祉法において 、 里親支援事業や、 里親や委託

児童等に対する 相談支援等を 行う 「 里親支援セン タ ー」 を 、 「 児童福祉施設」 と し て

位置づけ  

 

〇 里親フ ォ ロ ーア ッ プ研修等、 里親の養育力向上に資する 取組の実施 

 

 

（ 目指す方向性）  

〇 里親制度の普及と 登録家庭数の拡大、 社会的養護を 必要と する 児童の里親等への

委託の促進 

 

〇 里親の養育を 支え る た めの、 里親に対する 支援の充実 

 

〇 特別養子縁組に関する 取組の推進 
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〇 児童の処遇等に関し て、 チーム 養育の中で調整ができ な いケ ース について 、 児童の

利益を 守り 、 権利擁護を 図る 観点から 、 第三者の立場から 意見を 聴取し 、 調整を 行う

里親養育専門相談事業（ 里親子のサポート ネッ ト ） の実施 

 

〇 ケ ア ニ ーズ の高い児童の増加と 、 児童の特性への対応の困難さ な ど から 、 委託が不

調と な る ケ ース が存在 

 

 

３  特別養子縁組に関する 取組の推進  

 〇 民法等の改正によ り 、 令和２ 年度から 、 特別養子縁組の養子候補者の上限年齢

が 6  歳未満から 1 5  歳未満に引き 上げら れる と と も に、 特別養子縁組成立の審判

について 、 二段階手続を 導入 

 

 〇 家庭で適切な 養育を 受け ら れな い新生児を 対象と し て 、 特別養子縁組が最善と

判断し た 場合に、でき る だけ 早期に委託に結びつけ る こ と を 目的と し た 、 新生児委

託推進事業を 実施 

 

 〇 令和４ 年度か ら 、 養子縁組成立後の里親を 対象と し た 、 児童の生い立ち の整理

のた めの、 個別支援プロ グ ラ ム 事業を 実施 

  

 

 課題と 取組の方向性  

 

＜課題１ ＞里親の普及、 登録家庭数の拡大、 委託の促進 

〇 乳幼児や高齢児等、 様々な ニ ーズ に適う マ ッ チン グ が可能と な る よ う 、 多様な

里親の登録が必要 

 

〇 里親登録数の拡大には、 里親制度の社会的な 理解の促進や、 認知度の更な る 向

上が必要 

 

〇 施設に措置を さ れて いる 児童の中には、 里親への委託が望ま し い児童も いる こ

と から 、 パーマ ネ ン シ Ü 保障の考え のも と 、 児童の成長や背景に合わせた 、 措置

先の検討が必要 

 

〇 実親の同意取得が困難であ る こ と を 理由に委託に至ら な いケ ース が存在する こ

と から 、 実親の里親制度への理解を 促すた めの取組が必要 

 

 

 

 

（ 取組１ －１ ） 効果的な リ ク ルート 方法の検討 

〇 里親委託児童は年齢や委託期間等、様々な ニ ーズ があ る こ と を 周知する と と も

に、 多様な 里親の登録に繋がる 効果的な リ ク ルート 方法を 検討 

-49-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題２ ＞里親に対する 支援 

〇 ケ ア ニ ーズ が高く 対応が困難な 児童のへの対応等、 里親家庭の抱え る 養育の不

安や悩み等に対し て 、 里親の養育力向上に資する 取組の実施と と も に、 気軽に相

談ができ る 体制の構築な ど 、 里親に寄り 添っ た 支援が必要 

 

〇 里親の子育て を 支え る た めに、 地域や企業の理解を 促進し 、 育て やすく 働き や

すい環境の醸成が必要 

 

 〇 不調を 未然に防ぐ た め、 マ ッ チン グ か ら の丁寧な ア セ ス メ ン ト の実施や、 里親

の負担に対する 支援、 里親自身の養育力の向上が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組２ －１ ） 包括的、 一貫し た 里親支援体制の構築 

〇 フ ォ ス タ リ ン グ 機関事業の着実な 実施と 実績の評価、 そ れを 踏ま え た 里親支

援セン タ ーへの移行に向け た 検討の実施 

 

〇 レ ス パイ ト 機能の強化や、 シ ョ ート ス テ イ な ど の地域事業の活用によ る 、 予

防的視点の支援強化  

 

（ 取組１ －４ ） 里親委託促進に向け た 取組 

〇 児童相談所におけ る 専門職の計画的な 増員と 、家庭養育優先原則と パーマネ ン

シ ー保障を 徹底する マ ネジ メ ン ト 体制の強化 

 

〇 各児童相談所における 里親等委託率や課題を 定期的に共有し 、進捗状況の確認

を 徹底 

 

〇 更新期間の見直し な ど 、 里親認定・ 登録のあ り 方を 検討 

（ 取組１ －３ ） 里親のリ ク ルート に係る 区市町村と の連携強化 

〇 フ ォ ス タ リ ン グ 機関事業の都内全域での実施によ り 、区市町村と 連携を し た 地

域に根差し た リ ク ルート 活動の強化 

（ 取組１ －２ ） 里親制度の普及啓発 

〇 民間企業に対する 説明会の実施等、対象を 明確にし た 効果的な 広報の実施を 検 

討 
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＜課題３ ＞特別養子縁組に関する 取組の推進  

〇 養子縁組里親の登録数は増加傾向だが、 養子縁組候補と な る 児童が少な く 、 マ

ッ チン グ に至ら な い家庭が多く 存在 

 

〇 児童の心身の成長や発達にと っ て 、 特定の大人と の愛着形成が重要であ り 、 実

親の養育が望めな い場合にはな る べく 早期の委託が望ま し いが、 ア セス メ ン ト や

マッ チン グ ・ 交流に時間を 要する ケ ース が存在 

 

〇 縁組成立後の養子、 養親、 実親への支援について 十分な ノ ウ ハウ が蓄積さ れて い

な い状況 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組３ －１ ） 特別養子縁組委託候補児童の検討 

〇 実親によ る 養育が望めず、他に養育でき る 親族等がいな い児童について は特別

養子縁組を 検討 

 

〇 児童相談所長によ る 特別養子適格の確認の申立等について も 積極的に検討 

  

（ 取組３ －２ ） 早期の委託に向け た 支援体制の強化 

〇 乳児院や民間あ っ せん機関等の関係機関と の連携を 強化し 、養親希望者と 養子

候補者と な る 児童の交流、 マ ッ チン グ が円滑に行われる 体制を 整備 

 

〇 特に、 新生児が養子候補者と な っ た 場合について 、 でき る 限り 新生児のう ち に

養子縁組里親への委託を 進めら れる 体制を 強化 

（ 取組２ －３ ） 里親の養育力向上に資する 取り 組みの強化 

 〇 ケ ア ニ ーズ の高い児童の養育に資する 研修や、養育家庭の経験に合わせた 支援

の実施等によ り 、 里親の養育力向上に向け た 取組を 強化 

 

（ 取組２ －２ ） 理解の醸成と 、 里親を 支え る 体制の強化 

 〇 関係機関の連携によ り 里親を 支援する 体制（ チーム 養育） の強化 

 

 〇 民間企業に対する 説明会の実施等、対象を 明確にし た 効果的な 広報の実施を 検

討（ 再掲）  
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（ 取組３ －３ ） 縁組成立後の支援の検討 

〇 養子縁組里親に対し て 縁組成立後も 継続し た 支援を 行い、児童の家庭を 取り 巻

く 個々の状況に応じ た 児童の生い立ち の整理のた めの個別支援プロ グ ラ ム を 実

施 

 

〇 養子の出自を 知る 権利を 保障し 、出自を 知る 権利に関する 支援を 望む者への支

援方針等の検討 
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 評価指標  

 

取組 指標名 現状 目標値 

共通 ３ 歳未満、 ３ 歳以上の 就学前、 学

童期以降の里親等委託率、 登録率、

稼働率 

集計中 今後検討 

共通 養育里親、 専門里親、 養子縁組里

親そ れぞれの里親登録（ 認定） 数 

養育里親 8 0 1  

専門里親  1 9  

養子縁組 4 4 8  

今後検討 

共通 フ ァ ミ リ ーホ ーム 数 3 0  今後検討 

共通 里親登録（ 認定） に 係る 都道府県

児童福祉審議会の開催件数 年 6 回 継続 

取組２ －１  里親支援セン タ ーの設置数 Ü  今後検討 

取組２ －１  民間フ ォ ス タ リ ン グ 機関の設置数 8 児相 都内全域 

取組２ －１  児童相談所におけ る 里親等支援体

制の整備 

フ ォ ス タ リ ン グ 機関

事業の実施８ か所 
都内全域 

取組２ －２  基礎研修、 登録前研修、 更新研修

な ど の 必須研修以外の研修の 実施

回数、 受講者数 

集計中 今後検討 

取組３ －１  児童相談所を 通じ た 特別養子縁組

の成立件数 
2 8 件 

必要に応

じ た 対応

の着実な

実施 

取組３ －２  民間あ っ せん 機関を 通じ た 特別養

子縁組の成立件数 
5 4 件 Ü  

取組３ －１  親と の 交流の途絶え た ケ ース 、 親

の行方不明、 特別養子縁組不同意

ケ ース 等に 係る 児童相談所長によ

る 特別養子適格の確認の審判の申

立件数 

今後調査 

必要に応

じ た 対応

の着実な

実施 

取組３ －２  里親支援セ ン タ ーやフ ォ ス タ リ ン

グ 機関（ 児童相談所を 含む）、 乳児

院、 民間団体等によ る 特別養成縁

組等の相談支援体制の整備  

フ ォ ス タ リ ン グ 機関

R 6 .4 現在８ か所 

民間あ っ せん機関 

都内５  機関 

連携強化 

共通 特別養子縁組等に関する 研修を 受

講し た 児童相談所職員数 
今後調査 

全職員の

受講 
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４  「  施設におけ る でき る 限り 良好な 家庭的環境の整備 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・ こ れま で の取組  

 

1 施設の小規模化・ 地域分散化の促進・ 家庭的な 養育環境( グ ループホ ーム 等) での養

育を 推進 

〇 児童養護施設において 、 令和６ 年３ 月１ 日時点で 、 グ ループホ ーム は１ ９ １ か

所、施設の定員に占める 定員８ 名以下のユニ ッ ト ケ ア は全体の７ ５ ．９ ％を 占め、

小規模化、 地域分散化が進展 

 

〇 乳児院におけ る 定員４ ～６ 名の小規模ユ ニ ッ ト の割合は、 令和６ 年４ 月１ 日時

点で約６ 割 

 

2 施設の多機能化（ 里親家庭の支援、 一時保護児童の受入等）  

〇 児童養護施設、 乳児院及び母子生活支援施設において 、 シ ョ ート ス テ イ やト ワ

イ ラ イ ト ス テ イ 等を 実施 

 

〇 児童養護施設及び乳児院において 、 フ ォ ス タ リ ン グ 機関事業の受託や里親支援

専門相談員、 里親交流支援員の配置等によ り 、 里親子への支援を 実施 

 

〇 児童養護施設や乳児院において 、 一時保護委託児童を 受け 入れる 専用ユニ ッ ト

を 設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 目指す方向性）  

〇 施設におけ る 家庭的な 環境での養育を さ ら に進める た め、 引き 続き 、 小規模化・

地域分散化を 推進 

 

〇 施設が地域の子育て 家庭や里親子の支援を 行う な ど 多機能化を 推進 

 

〇 障害児入所施設に入所し て いる 児童が、 良好な 家庭環境の下で支援が受け ら れ

る 体制の整備に向け て 努める  
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３  障害児入所施設におけ る 支援 

（ １ ） 国の動向 

〇 国の策定要領1 において 、「 障害児入所施設において も 、 被虐待児童が一定割合

生活し て いる こ と を 踏ま え 、 障害児入所施設において は、 障害に対する 正確な 理

解と 障害特性に応じ た 環境の提供に加え 、 で き る 限り 良好な 家庭的環境の下で支

援を 行う こ と が必要」 と 新た に明記 

 

 〇 令和６ 年度、 運営基準2 に「 指定福祉型障害児入所施設は、 障害児ができ る 限り

良好な 家庭的環境において 指定入所支援を 受け る こ と がで き る よ う 努めな け れば

な ら な い。」 こ と を 新た に明記 

  

〇 さ ら に、 障害福祉サービ ス 等報酬改定において 、 よ り 家庭的な 環境によ る 支援

を 促進する 観点から 、 小規模グ ループケ ア 加算3 も 、 よ り 小規模な ケ ア への評価見

直し  

 

（ ２ ） 都の取り 組み 

 〇 福祉型障害児入所施設は、 都内 8 施設、 都外 9 施設であ り 、 令和６ 年４ 月１ 日

現在、 小規模グ ループケ ア 加算を 算定し て いる 施設は、 都内１ 施設、 都外３ 施設 

  

〇 現在は、 障害児入所施設から 建替え や改修の相談があ っ た 際に、 ユ ニ ッ ト 化に

ついて も 助言を 実施 

                                                   
1 「 都道府県社会的養育推進計画の 策定要領」（ 令和 6 年 3 月 12 日付こ 支家第 125 号子ど も 家庭庁支援

局長通知）  
2 第２ ０ 条第２ 項（ 児童福祉法に 基づく 指定障害児入所施設等の 人員、 設備及び運営に 関する 基準・ 平

成 24 年厚生労働省令第 16 号 
3 施設の ユ ニ ッ ト 化な ど 、 定員 10 名ま で の 小規模グ ループ で ケ ア （ 設備・ 人員配置の 条件有） を 実施し

た 場合の 評価（ 例： 定員４ ～6 名の 場合、 320 単位/日を 加算）  
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 課題と 取組の方向性  

＜課題１ ＞施設の小規模化・ 地域分散化の促進・ 家庭的な 養育環境( グ ループホ ーム 等)

での養育を 推進 

〇 児童養護施設におけ る 、 小規模グ ループケ ア （ 定員６ 名） の国の経過措置が終

了見込みであ る が、 都内の現状では定員を 即時に減少さ せる こ と は困難 

 

 〇 地域分散化に伴い若手職員がグ ループ ホ ーム に配置さ れる こ と も 増え て おり 、

フ ォ ロ ー体制の構築が必要 

 

 〇 こ れま で、 本体施設はス ケ ールメ リ ッ ト を 活かし て ケ ア ニ ーズ の高い児童を 受

け 入れて き た が、 定員の減少及び小規模化グ ループケ ア を 進めた こ と に伴い、 本

体施設において も 複数職員によ る 勤務体制が困難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題２ ＞施設の多機能化（ 里親家庭の支援、 一時保護児童の受入等）  

〇 施設には、 入所機能のみな ら ず、 在宅子育て 家庭や里親子のニ ーズ を 踏ま え た

機能や役割の強化が必要 

 

〇 一時保護所の入所のひっ 迫状況か ら 、 施設での一時保護委託の需要が高ま っ て

おり 、 受入れ体制の強化が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組１ ） 小規模化及び地域分散化の促進 

〇 施設におけ る 家庭的な 環境での養育を さ ら に進める た め、 引き 続き 、 小規模

化・ 地域分散化に対応する グ ループホ ーム の設置を 支援 

 

〇 代替養育の必要な 児童の見込数を 踏ま え た 定員の確保 

 

〇 グ ループホ ーム に勤務する 職員が孤立する こ と のな いよ う 、グ ループホ ーム の

特性を 踏ま え た 、 職員の負担軽減のた めの支援体制を 検討 

 

〇 児童養護施設の 本体施設の小規模化に 伴う 職員体制の充実に向け た 支援を 検

討 

 

（ 取組２ －１ ） 施設の多機能化の取組の推進 

〇 乳幼児期におけ る 家庭養育推進のた め、 乳児院におけ る 里親等委託推進に向

け た 体制の強化 

 

〇 地域の子育て 支援の場と し て 、 児童養護施設や乳児院、 母子生活支援施設のさ

ら な る 活用を 検討 
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＜課題３ ＞障害児入所施設におけ る 支援 

〇 施設のユニ ッ ト 化にあ た っ て は、 施設の建て 替え や改修等のハード 面の

整備が必要。  

 

〇 ま た 、 小規模グ ループ加算算定する た めには、 ハード 面の整備のほ か、

ソ フ ト 面の対応（ 支援員に加え 専任の児童指導員の配置等） が必要 

 

 

 

 

 

 

 評価指標  

 

取組 指標名 現状 目標値 

１ -１  グ ループホ ーム の定員数 1 ,1 0 6 名 

（ 令和６ 年３ 月 1 日）  
増加 

１ -１  児童養護施設定員に占める 定員

８ 名以下のユニ ッ ト の割合 

7 5 .9 ％ 

（ 令和６ 年３ 月 1 日）  
1 0 0 ％ 

１ -２  養育機能強化のた めの専門職の

加配施設数、 加配職員数 

①家庭支援専門相談員 

・ 児童養護施設 

3 3 施設 4 4 人 

・ 乳児院 

1 1 施設 1 5 人 

②心理療法担当職員 

・ 児童養護施設 

5 5 施設 6 1 人 

・ 乳児院 

1 0 施設 1 1 人 

③自立支援担当職員 

・ 児童養護施設 

5 2 施設 8 3 人 

・ 自立援助ホ ーム  

全施設配置 

（ 取組３ ）  

 〇 引き 続き 、障害児入所施設に対し 、運営費や施設整備費補助等を 行う と と も に、

ユニ ッ ト 化への助言や財政支援の適切な 周知を 行い、良好な 家庭環境の整備に向

け て 努める  

 

（ 取組２ －２ ）  一時保護委託の受入れ促進 

 〇 引き 続き 、 乳児院や児童養護施設における 一時保護委託の受入れを 実施 

 

〇 施設が一時保護委託を 受け入れやすい体制構築に向け た 支援を 検討 
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1 6 施設 1 6 人 

１ －２  養育機能強化のた めの事業 

( 親子支援事業、 家族療法事業

等)の実施施設数 

①親子支援事業 

・ 児童養護施設 

３ 施設 

・ 乳児院 

２ 施設 

②家族療法事業 

・ 児童養護施設 

1 4 施設 

・ 乳児院 

４ 施設 

増加 

１ －２  一時保護専用施設の整備施設数 

（ 一時保護委託専用ユニ ッ ト ）  

乳児院 

４ 箇所 

児童養護施設 

１ 箇所 

増加 

１ －２  児童家庭支援セン タ ーの設置施

設数 

都では子供家庭支援セ

ン タ ーにおいて 対応 
 

１ －２  里親支援セン タ ー、 里親養育包

括支援（ フ ォ ス タ リ ン グ ） 事業

の実施施設数 

フ ォ ス タ リ ン グ 機関 

６ 施設 

（ 都全域９ 施設）  

全児相ご と に

設置 

１ －２  妊産婦等生活援助事業の実施施

設数 
令和６ 年度開始予定  

１ －２  区市町村の家庭支援事業を 委託

さ れて いる 施設数（ 事業ご と ）  
調査中  
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５  「  心理的・ 治療的ケ ア が必要な 子供への専門的な 支援の充実 」  

 

 

 

 

 

 

 

 現状・ こ れま で の取組  

 

1 施設におけ る 専門的な ケ ア  

＜児童養護施設＞ 

〇 児童養護施設において 、 情緒面・ 行動面で重い課題を 抱え る 児童や、 医療が必

要な 児童な ど ケ ア ニ ーズ が高い児童が増加 

 

〇 民間児童養護施設において 、 児童への専門的ケ ア を 充実する 専門機能強化型児

童養護施設に対する 支援を 実施 

 

〇 東京都石神井学園において 、 平成 2 7 年度から 虐待等によ る 重篤な 症状を 持つ

児童に対し て 、 生活支援・ 医療・ 教育を 一体的に提供する 連携型専門ケ ア 機能モ

デル事業を 実施 

 

＜児童自立支援施設＞ 

〇 児童自立支援施設は、 従来、 非行を 主訴と する 児童が入所する 施設であ り 、 生

活が構造化さ れた 規則正し い日課の中で 児童に安心でき る 生活、 いわゆ る 「 枠の

あ る 生活」 を 提供。 し かし 近年、 被虐待経験や発達障害等ケ ア ニ ーズ が高く 、 特

別な 支援を 必要と する 児童が増加 

 

＜児童自立生活援助事業（ 自立援助ホ ーム ） ＞ 

〇 児童養護施設な ど 他の児童福祉施設を 経由せず、 家庭から 入居する 児童が増加 

 

＜乳児院＞ 

〇 児童への専門的ケ ア を 充実する た め、 専門職員を 配置する 支援を 実施 

 

2 児童相談所におけ る 専門的な ケ ア  

 ＜ケ ア ニ ーズ が高い児童への専門的な 支援＞ 

〇 児相相談セ ン タ ーにおいて 、 問題行動が見ら れる 在宅指導児童や施設入所児童

等に対する 治療指導、 措置中に不適応を 起こ し た 児童への一時保護によ る 緊急宿

泊治療を 実施 

（ 目指す方向性）  

〇 施設におけ る ケ ア ニ ーズ が高い児童への専門的な 支援体制の更な る 充実 

 

〇 児童相談所におけ る 児童、 施設等関係機関への支援の更な る 充実 
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〇 虐待が発生し た 家族には、 保護者に適切な 養育行動を 身に付け さ せ、 親子の愛 

着関係を 修復する 治療的・ 教育的援助を 実施 

〇 加え て 、 心理治療的な ケ ア や入院等を 必要と する 児童を 適切に医療につな げる

取り 組みも 実施 

 

 ＜児童養護施設等の関係機関への支援＞ 

〇 児童養護施設等において は、 虐待によ る ト ラ ウ マ や、 愛着障害等の課題を も つ

児童が施設不調に至る ケ ース が増加 

〇 児童相談セ ン タ ーでは、 児童養護施設、 子供家庭支援セ ン タ ー等を 対象と し た

研修、 事例検討会等を 定期的に行い、 各施設におけ る 援助者の技術向上を 支援 

〇 子供家庭支援セ ン タ ーにおいて も 、 心理職の配置が進ん でいる が、 多く の心理

職がケ ース ワ ーク を 担っ て おり 、 十分に専門職と し て の専門性を 発揮で き て いな

い実態も 見ら れる  

 

（ ケ ア ニ ーズ が高い児童への対応イ メ ージ ）  

 

 

 課題と 取組の方向性  

＜課題１ ＞ケ ア ニ ーズ の高い児童の受け 皿の確保 

〇 年々、 増加し て いる ケ ア ニ ーズ の高い児童の受け 皿の確実な 確保が必要 

 

〇 都立児童養護施設の公的な 役割（ セ ーフ テ ィ ーネ ッ ト ） を 踏ま え 、 連携型専門

ケ ア 機能モデル事業の今後の方針を 検討する 必要 
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〇 児童自立支援施設の入所児童の多く は近年、 発達障害や虐待によ る 愛着障害を

抱え て いる な ど ケ ア ニ ーズ が高く 、 規則正し い構造化さ れた 枠のあ る 生活に馴染

みにく く な っ て いる 。 そ の児童の状態像は、 児童心理治療施設と 同様の傾向が見

ら れる 。 し かし な がら 、 心理教育や心理ケ ア を 十分に担え る 職員体制にな っ て い

な い。 ま た 、 心理職の専門性を 発揮する た めのス ーパーバイ ズ 体制が不十分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題２ ＞ 

 

 

＜課題２ ＞児童相談所におけ る 児童、 施設等関係機関への支援の充実 

〇 児童相談セ ン タ ーにおけ る 治療指導機能の更な る 充実に加え 、 心理治療的な ケ

ア や入院等が必要な 児童を 円滑に医療につな げる 体制づく り が必要 

 

〇 児童相談セ ン タ ーによ る 、 児童養護施設や子供家庭支援セ ン タ ー等の関係機関

への更な る 支援が必要 

（ 取組１ －１ ） 児童養護施設におけ る 支援体制の強化 

〇 施設で 養育が必要な 児童を 確実に 受け 入れら れる よ う 定員数を 確保する と と

も に、 ケ ア ニ ーズ の高い児童を 受け 入れる た めの専門機能強化型児童養護施設

の体制強化を 検討 

 

〇 連携型専門ケ ア 機能モデル事業において 、 ケ ア ニ ーズ が高く 施設ケ ア の必要

な 一時保護児童や里親委託ケ ース の受入れを 検討する と と も に、 こ れま での支

援のノ ウ ハウ を 都内の児童養護施設や学校等に還元 

 

（ 取組１ －３ ） 自立援助ホ ーム におけ る 支援体制の強化 

〇 児童養護施設と 同様に課題を 抱え る 児童が増え て いる こ と から 、 個別ケ ア や

心理担当な ど 専門的な 支援体制の強化を 検討 

（ 取組１ －４ ） 乳児院におけ る 支援体制の強化 

〇 虐待や疾病・ 障害等を 理由に入所する 児童やそ の保護者等に対し て 、 専門的な

知識や技術を 有する 者によ る 、一人一人の状態に応じ た ケ ア や養育を 引き 続き 実

施 

 

〇 看護師を 増配置する こ と によ り 、病虚弱児等の受け 入れ体制の整備を 引き 続き

実施 

（ 取組１ －２ ） 児童自立支援施設におけ る 支援体制の強化 

〇 特別な 支援を 必要と する 児童への対応を 行う た め、 心理職の増員を 図る と と

も に、 心理的支援の専門性を 向上さ せる た めにス ーパーバイ ズ 体制を 構築 
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 評価指標  

 

取組 指標名 現状 目標値 

１ -１  専門機能強化型児童養護施設 

の実施施設数 

4 0 施設 

（ 令和６ 年 6 月 1 日）  
全施設 

1 －2  乳児院の家庭養育推進事業 ９ 施設 

（ 令和６ 年６ 月１ 日）  
全施設 

１ -３  乳児院の医療体制整備事業 ２ 施設 

（ 令和６ 年６ 月１ 日）  
継続 

 

（ 取組２ －１ ） ケ ア ニ ーズ が高い児童への専門的な 支援の充実 

〇 児童相談セン タ ーにおけ る 緊急宿泊治療の枠の拡大 

 

〇 心理治療的な ケ ア や入院等が必要な 児童が円滑に 医療に つな がる よ う 児童精

神科病床を 有する 医療機関と のネ ッ ト ワ ーク を 構築 

（ 取組２ －２ ） 児童養護施設等の関係機関への支援の充実  

〇 児童相談セ ン タ ーにおけ る 児童養護施設等へのコ ン サルテ ィ ン グ を 実施し 、施

設の対応力を 強化 

 

〇 子供家庭支援セン タ ーの心理職が児童相談所と 連携し 、専門的な 支援が行え る

よ う 専門性向上に向け た 取組を 検討 
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６  「  社会的養護のも と で育つ子供た ち の自立支援 」  

 

 

 

 

 

 

 

 現状・ こ れま で の取組  

 

1 社会的養護のも と で育つ子供た ち の自立支援 

〇 児童養護施設及び自立援助ホ ーム に、 自立支援担当職員（ 自立支援コ ーディ ネ

ータ ー、 ジ ョ ブ ・ ト レ ーナー） を 配置し 、 入所中か ら 退所後の児童の自立に向け

た 支援を 実施 

 

〇 児童自立支援施設では、 入所中に構築し た 職員と 児童と の間の信頼関係を 活か

し て 、 退所後の生活の安定や自立を 支援 

 

〇 社会的養護経験者等を 対象に、 就労や生活の悩みな ど を 相談で き 、 同じ 悩みを

抱え る 者同士が集え る 場所と し て 、 ふら っ と ホ ーム （ 社会的養護自立支援拠点事

業） を 都内３ か所で実施 

 

〇 改正児童福祉法において 、 児童自立生活援助事業の年齢制限の撤廃及び実施場

所の拡充、 社会的養護経験者等の実状把握及びそ の自立のた めに必要な 援助を 行

う こ と が都道府県に対し 義務化 

 

 課題と 取組の方向性  

＜課題１ ＞ 社会的養護経験者等に対する ア フ タ ーケ ア の充実 

〇 社会的養護経験者等の支援ニ ーズ を 把握する た めの取組が必要 

 

〇 施設等において 、 入所中から 退所後も 継続し て 、 自立を 支援する た めの取組の

強化が必要 

 

〇 児童自立支援施設には、 ア フ タ ーケ ア を 担う 専任職員「 自立支援担当職員」 が

配置さ れて おら ず、 退所後も 関係機関と 連携し た ア フ タ ーケ ア が実施で き て いな

い。  

 

 

 

（ 取組１ －１ ） 社会的養護経験者等の実態把握と 関係機関の連携強化 

〇 社会的養護経験者や関係機関が構成員と な る 社会的養護自立支援協議会の設

置の検討 

 

〇 社会的養護経験者等の実態と 支援ニ ーズ を 把握する た めの実態調査の実施 

 

（ 目指す方向性）  

〇 施設等で生活する 児童の退所後の生活や進学、 就労に向け た 自立支援の推進 

 

〇 社会的養護経験者の実情を 把握し 、 そ の自立のた めに必要な 援助を 促進 
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 評価指標  

 

取組 指標名 現状 目標値 

１ -１  社会的養護自立支援協議会の設

置も 含めた 支援体制の整備 
- 

協議会設置 

実態調査実施 

１ -２  児童自立生活援助事業の実施箇

所数 

Ⅰ型： 1 8 箇所 

Ⅱ型・ Ⅲ型： ０ 箇所 

(令和６ 年 4 月時点) 

調整中 

１ -２  社会的養護自立支援拠点事業の

整備箇所数 

３ 箇所(都所管) 

（ 令和６ 年４ 月時点）  
今後検討 

 

 

 

（ 取組１ －２ ） 施設等におけ る 支援体制の強化 

〇 施設におけ る 自立支援担当職員の配置と 専門性の確保を 支援 

 

〇 児童養護施設等が措置解除後も 退所者等と つな がり 、 必要な 支援を 行う た め

の取組みの強化 

 

〇 児童自立支援施設において 、 入所時から 退所後ま で一貫し た ア フ タ ーケ ア を

計画的かつ継続的に実施でき る よ う 体制の強化を 検討 

 

〇 ニ ーズ に応じ た 児童自立生活援助事業の実施 

 

〇 社会的養護自立支援拠点事業の機能の拡充の検討 
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７ 「  児童相談体制の強化 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・ こ れま で の取組  

 

（ １ ） 都児童相談所の体制強化 

① 都児童相談所の人員体制・ 専門性の強化 

 〇 都の児童虐待相談対応件数は年々増加し て おり 、 重篤な 虐待ケ ース や精神疾患

があ る 保護者への対応な ど 、 対応な 困難な ケ ース も 増加 

 

 〇 経験年数２ 年以下の職員が、 児童福祉司・ 児童心理司と も に５ 割弱と な っ て お

り 、 経験が浅い職員が増加 

 

 〇 児童虐待に迅速かつ的確に対応する た め、 児童福祉司や児童心理司を 増員する

ほか、 困難ケ ース で職員に助言・ 指導等を 行う 専門課長を 配置 

 

 〇 人材確保のた めの専任チーム を 設け 、 大学や養成機関への訪問を 行う ほか、 人

材育成のた めのト レ ーニ ン グ セン タ ーを 設置し 、 実践的な 研修を 実施 

 

 

② 都児童相談所の管轄区域の見直し 、 都児童相談所と 子供家庭支援セ ン タ ーの連

携拠点の強化 

 〇 児童相談所設置の基準を 定める 政令（ 管轄人口おおむね 5 0 万人以下） 等を 踏

ま え 、 管轄区域の見直し や新設によ る 区域再編に向け た 対応を 実施 

  

 

 

 

 

（ 目指す方向性）  

（ １ ） 都児童相談所の体制強化 

① 都児童相談所の人員体制・ 専門性の強化 

② 都児童相談所の管轄区域の見直し 、都児童相談所と 子供家庭支援セン タ ーの連

携拠点の強化 

 

（ ２ ） 都と 区市町村が一体と な っ た 児童相談体制の確保に向け た 取組 

① 区立児童相談所を 含む東京全体の児童相談業務の総合調整機能の強化 

② 都児童相談所と 子供家庭支援セン タ ーの相互連携の強化 
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 〇 児童相談に係る 都と 区市町村の相互連携の強化を 図る た め、 都児童相談所と 子

供家庭支援セン タ ーの連携拠点を 設置（ サテ ラ イ ト オフ ィ ス ）  

 

（ ２ ） 都と 区市町村が一体と な っ た 児童相談体制の確保に向け た 取組 

① 区立児童相談所を 含む東京全体の児童相談業務の総合調整機能の強化 

 〇 都において は、 令和 6 年 1 0 月現在、 1 1 か所の都立児童相談所、 ９ か所の区

立児童相談所、 8 5 か所（ 6 1 区市町村） の子供家庭支援セン タ ーが設置 

 

 〇 東京では、 ト ー横問題等、 単一の自治体では解決でき な い広域的、 専門的な 課

題が顕在化 

 

 〇 こ れを 踏ま え 、 令和６ 年度、 区立児童相談所を 含む東京全体の総合調整機能を

担当する 「 総合連携担当」 を 都児童相談セ ン タ ーに設置 

 

② 都児童相談所と 子供家庭支援セン タ ーの相互連携の強化 

 ア  都児童相談所サテ ラ イ ト オフ ィ ス によ る 連携 

 〇 令和 2 年 7 月に練馬区子供家庭支援セン タ ー内（ ※1 ）、 令和 3 年 1 2 月に台

東区子ど も 家庭支援セ ン タ ー内（ ※２ ）、 令和 4 年 4 月に渋谷区子供家庭支援セ

ン タ ー内に、 都の児童相談所のサテ ラ イ ト オフ ィ ス （ 連携拠点） を 設置  

※1  令和６ 年６ 月の都立練馬児童相談所の開設によ り 発展的に終了 

※２  台東区・ 中央区と の共同設置 

 

〇 都の児童相談所職員が、 定期的及び必要時にサテ ラ イ ト オフ ィ ス で 業務を 行う

と と も に、 必要な 児童虐待事案等について 、 連携拠点を 活用し 、 情報共有、 合同

調査等を 実施 

 

 イ  子供家庭支援セ ン タ ー分室によ る 連携 

 〇 令和 5 年 7 月に新宿区子供家庭支援セン タ ーの分室（ 連携拠点） を 都の児童相

談セ ン タ ー内に、 令和６ 年１ ０ 月に足立区こ ど も 家庭相談課の分室を 都の足立児

相内に設置 

（ 多摩地域の所管区域の見直し ）  

・ 令和４ 年度： 所管区域の見直し を 行い「 多摩地域児童相談所配置計画」 を 策定 

・ 令和５ 年度： 適地調査委託を 実施し 、 新た な児童相談所の設置場所を 決定 

・ 令和６ 年度： 町田児童相談所（ 仮称） の新設に向け た 改修工事実施、 多摩中部児

童相談所（ 仮称） 及び西多摩児童相談所（ 仮称） の基本計画策定 

 

都立練馬児童相談所の設置 

・ 練馬区子ど も 家庭支援セン タ ーと 同一建物内に、 都立練馬児童相談所を 設置 

（ 令和６ 年６ 月開所）  
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〇 子供家庭支援セ ン タ ー職員が、 常時、 分室で業務を 行う と と も に、 児童虐待相

談等について 情報共有、 虐待通告時の調査や面接等を 合同で実施 

 

 ウ  都児童相談所・ 子供家庭支援セ ン タ ーの一体型拠点によ る 連携 

 〇令和 6 年 6 月、 都立練馬児童相談所を 練馬区子供家庭支援セン タ ー内と 同一の施

設内に設置 

 

〇虐待通告に対する 初期対応機関の振り 分け を 実施、 日常的な 合同ケ ース 会議を 開

催、 合同家庭訪問・ 面接、 合同研修な ど によ り 緊密に連携 

 

 課題と 取組の方向性  

（ １ ） 都児童相談所の体制強化 

＜課題１ ＞都児童相談所の人員体制・ 専門性の強化 

〇 児童福祉司の配置基準は、 平成 2 8 年の政令改正によ り 、 人口おおむね４ 万人

から ７ 万人ま でに対し て １ 人と さ れて いた も のが、 平成 3 1 年４ 月以降は、 人口

４ 万人に対し て １ 人が標準と さ れ、 さ ら に、 令和４ 年度に、 人口３ 万人に１ 人の

配置に引き 上げら れた た め、 現状、 職員定数が配置基準に足り て いな い。  

 

 〇 児童福祉司、 児童心理司の増員を 進める 中で 、 経験年数の浅い職員の割合が増

加し て おり 、 一層効果的な 人材育成を 図っ て いく 必要があ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組１ －１ ）  

〇 児童福祉司には高い専門性が求めら れる た め、 必要な 人材確保はも と よ り 、

人材育成を し て いく こ と が重要であ り 、 引続き 、 国の配置基準等を 踏ま え 、 計

画的に増員 

（ 取組１ －２ ）  

 〇 都ト レ ーニ ン グ セン タ ーにおけ る ロ ールプレ イ ン グ 形式の演習型研修の充実 

（ 取組１ －３ ）  

 〇 新た に採用し た 職員が環境の変化やギ ャ ッ プに対応でき る よ う 、採用前から 採

用後にかけ て の職員へのサポ ート 体制を 充実 
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＜課題２ ＞都児童相談所の管轄区域の見直し 、 都児童相談所と 子供家庭支援セ ン タ ー

の連携拠点の強化 

〇 虐待に関する 相談件数は年々増加し て おり 、 相談体制を 強化し 、 迅速な 対応に

つな げて いく た め、 多摩地域及び区部におけ る 都児童相談所の整備を 進めて いく

こ と が必要 

 

〇 引き 続き 、 区市町村と の連携を 通じ た 、 き め細か な 相談支援体制を 確立する た

め、 サテ ラ イ ト オフ ィ ス の設置を 推進する こ と が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組２ －１ ）  

〇 国の政令基準（ 管轄人口おおむね 5 0 万人以下） 等を 踏ま え 、 区部及び多摩

地域におけ る 都児童相談所の新設を 進め、 地域に根差し た き め細かな 相談支援

体制を 確立 

 

 

 

 

 

 

（ 取組２ －２ ）   

 〇 都児童相談所のサテ ラ イ ト オフ ィ ス の設置を 促進し 、都と 区市町村の連携を 一

層強化 

今後の新設予定 

町田児童相談所（ 仮称）（ Ｒ ７ 年度）、 大田区を 所管する 児童相談所（ Ｒ 8 年度）、

多摩中部児童相談所（ 仮称）（ Ｒ 1 1 年度）、 西多摩児童相談所（ 仮称）（ Ｒ 1 3 年度） 

ま た 、 目黒区・ 渋谷区を 所管する 児童相談所の設置に向け 検討（ R 1 3 年度ま でを

目途に）  

今後の新設予定等 

 令和 6 年 1 1 月 墨田区の子育て 支援総合セン タ ー内サテ ラ イ ト オフ ィ ス の設置 

  検討中    目黒区こ ど も 家庭支援セン タ ー内サテ ラ イ ト オフ ィ ス の設置 
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（ ２ ） 都と 区市町村が一体と な っ た 児童相談体制の確保に向け た 取組 

＜課題３ ＞区立児童相談所を 含む東京全体の児童相談業務の総合調整機能の強化 

〇 児相設置自治体間や、 児童相談所と 子供家庭支援セ ン タ ー間の調整において 、

相談援助業務のルールの解釈や認識の違いによ り 、 手続が円滑に進ま な い事例が

発生 

 

〇 一時保護児童の入所先施設が見つか ら ず、 一時保護長期化の一因と な る と と も

に、 児童福祉司個人によ る 入所打診等が繰り 返さ れる な ど 、 職員の負担も 増大 

 

〇 児童相談所では、 困難な 法的対応やケ ア ニ ーズ の高い児童への支援等、 大都市

特有の困難ケ ース に直面。 子供家庭支援セン タ ーにおいて も 法的対応な ど 様々な

ケ ース に対応 

 

〇 児童相談所、 子供家庭支援セ ン タ ーと も に、 経験豊富な 職員の確保・ 育成に苦

慮   

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組３ ）  

〇 都児童相談セ ン タ ーの体制を 強化し 、 東京全体の児童相談業務の総合調整機

能の発揮に向け 、 以下の取組を 推進 

【 相談援助業務の標準化】  

・ 児童相談所の業務に係る 既存のルールの解釈等を 確認・ 検証し 、 東京の実情

を 踏ま え た 都区共通の新た な ガイ ド ラ イ ン 等の策定を 検討 

・ 児童相談所と 子供家庭支援セ ン タ ー間の連絡調整に係る ルールを 検証し 、 必

要な 見直し を 実施 

・ 児童養護施設の入所調整の効率化に向け た 都区共通の仕組みづく り を 検討 

 

【 個別ケ ース に係る 専門的支援】  

・ 都内全体での専門性向上のた めに、 困難ケ ース や好事例等、 対応事例を 全自

治体で共有する た めの仕組みを 構築 

・ 区立児童相談所や子供家庭支援セ ン タ ーにおけ る 個別の困難事例について 、

専門相談を 受け 付け る 窓口を 設置 

 

【 人材育成の共同推進】  

・ 都児童相談所、 区立児童相談所、 子供家庭支援セン タ ーにおけ る 合同研修と

人事交流の取組を 進め、 専門性の向上と 「 顔の見え る 関係」 の構築 
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＜課題４ ＞都児童相談所と 子供家庭支援セ ン タ ーの相互連携の強化 

〇 都と 区市町村でき め細かな 相談支援体制を 早期に確立する こ と が必要 

 

 

 

 

 評価指標  

 

 

取組 指標名 現状 目標値 

（ １ ）  

取組１ －１  

〇 第 三 者 評 価 を 実 施

し て い る 児 童 相 談 所

数 

調整中 調整中 

（ １ ）  

取組１ －１  

〇児童福祉司、 児童心

理司の配置数 

調整中 調整中 

（ １ ）  

取組１ －１  

〇 市 町 村 支 援 児 童 福

祉司の配置数 

調整中 調整中 

（ １ ）  

取組１ －１  

〇 児 童 福 祉 司 ス ー パ

ーバイ ザーの配置数 

調整中 調整中 

（ １ ）  

取組１ －１  

〇 医 師 の 配 置 数 （ 常

勤 ・ 非 常 勤 の 内 訳 含

む）  

調整中 調整中 

（ １ ）  

取組１ －１  

〇保健師の配置数 調整中 調整中 

（ １ ）  

取組１ －１  

〇弁護士の配置数（ 常

勤 ・ 非 常 勤 の 内 訳 含

む）  

調整中 調整中 

（ １ ）  

取組１ －１  

〇 こ ど も 家 庭 福 祉 行

政 に 携 わ る 都 道 府 県

（ 児童相談所） 職員に

おけ る 研修（ 児童福祉

司任用後研修、 こ ど も

家 庭 ソ ー シ ャ ル ワ ー

カ ー の 養 成 に 係 る 研

修等） の受講者数 

調整中 調整中 

（ 1 ）  

取組２ －１  

〇 児 童 相 談 所 の 管 轄

人口（ 1 0 0 万人を 超

え て いる 場合は、 推移

も ）  

児童相談セ ン タ ー： 1 2 9 万人、

江東児相： 8 2 万人、 品川児相：

1 4 2 万人、杉並児相： 9 1 万人、 

北児相 3 6 万人、 足立児相 6 9

調整中 

（ 取組４ ）  

〇 都児童相談所のサテ ラ イ ト オフ ィ ス 、 区の子供家庭支援セ ン タ ーの分室、 １

区１ 児相体制によ る 児童相談所・ 子供家庭支援セ ン タ ーの一体型拠点な ど 、 都

児相と 子供家庭支援セ ン タ ーと の連携拠点の充実を 図っ て いく 。  
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万人、 練馬児相 7 4 万人、  

八王子児相： 1 1 8 万人、 立川児

相： 7 5 万人、 小平児相： 1 1 6

万人、 多摩児相： 8 2 万人 （ 住

民基本台帳によ る 世帯と 人口 

R 6 .1 .1 現在 ）  

（ ２ ）  

取組２ －１  

〇中核市・ 特別区にお

け る 児 童 相 談 所 の 設

置状況 

9 区（ 令和 6 年 1 0 月時点）  － 

（ ２ ）  

取組２ －１  

中核市・ 特別区にお

け る 児 童 相 談 所 の 今

後の設置見込（ 検討中

のも のを 含む）  

- 

令和８ 年度末

ま でに３ 区設

置予定 
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８  「  一時保護児童への支援体制の強化 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・ こ れま で の取組  

 

（ １ ） 一時保護需要に応え る 環境整備の推進 

① 一時保護需要を 充足する 体制の構築 

 〇 都内８ か所の一時保護所において 、 空き 状況や地域性等を 考慮し 調整を 図り な

がら 、 都全域の児童の受入れを 実施。 あ わせて 、 里親、 児童福祉施設、 医療機関

等に一時保護委託も 実施 

 

（ ２ ） 個別的支援が必要な 児童を ケ ア する た めの人員体制 

① 適切な ケ ア に必要な 人員体制 

〇 都一時保護所について は、一時保護を 必要と する 児童が毎年 2 ,1 0 0 人を 超え て

高止ま り の状況 

 

〇 「 ト ー横キ ッ ズ 」 の一時的な 受入れな ど 、 大都市特有の課題の顕在化 

 

〇 こ れま で、 児童の安全と 安心を 保障し 、 一人ひと り の現状に応じ た 適切な 支援

を 行え る よ う 、 国が定める 「 児童福祉施設の設備及び運営に関する 基準」 よ り も

手厚く 人員を 配置 

 

（ ３ ） 児童の権利を 守る た めの取組の充実 

① 一時保護所におけ る 児童の権利保護 

ア  子供の権利擁護 

〇 児童の権利を 守り 、 一時保護所の生活の質を 向上する た め、 外部評価を 受審し

て いる ほか、 第三者委員によ る 保護児童の意見を 聴く 取組も 実施 

 

 

（ 目指す方向性）  

（ １ ）  一時保護需要に応え る 環境整備の推進 

○ 一時保護需要を 充足する 体制の構築 

 

（ ２ ）  個別的支援が必要な 児童を ケ ア する た めの人員体制 

○ 適切な ケ ア に必要な 人員体制 

 

（ ３ ）  児童の権利を 守る た めの取組の充実 

○ 一時保護所におけ る 児童の権利保護 

-72-



〇 さ ら に、 令和６ 年度、 意見表明支援員によ る 一時保護児童の意見表明の支援を

試行開始 

 

イ  子供の学習・ 通学 

〇 一時保護所に、 教員免許を 有する 学習指導員を 配置や家庭教師の派遣、 タ ブレ

ッ ト によ る 習熟度に応じ た 個別学習の充実な ど を 実施 

 

〇 必要に応じ て 、 在籍校と も 連携を 図り な がら 、 学校行事等への参加を 支援 

 

〇 高校生な ど 、 通学可能な 児童は、 単独通学を 実施 

 

ウ  家庭的環境づく り  

〇 都で はユニ ッ ト 環境にあ る 一時保護所は１ か所。 居室が個室と な っ て いる 保護

所は２ か所 
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 課題と 取組の方向性  

（ １ ） 一時保護需要に応え る 環境整備の推進 

＜課題１ ＞ 

〇 虐待の相談件数は過去５ 年間で１ ． ６ 倍に、 ま た 、 警察によ る 身柄通告数は年

間 1 ,3 0 0 件を 超え て 推移し て おり 、一時保護所では定員を 超過し な がら 児童の受

入れを 行っ て いる 状況 

 

〇 受入児童の権利擁護の観点か ら 、 地域で の生活の保障や、 原籍校への通学に配

慮し た 一時保護体制の整備が必要 

 

〇 ま た 、 複雑かつ困難ケ ース が増加する 中、 施設への入所調整や里親と のマ ッ チ

ン グ に時間がかかる な ど 、 一時保護所に長期に滞留する 児童が増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組１ －１ ）  

〇 将来的な 一時保護需要を 踏ま え 、 必要な 定員を 充足する よ う 、 新た な 一時保

護所の整備を 検討 

 

〇 併せて 、 児童養護施設や里親、 民間一時保護施設等も 活用する と と も に、 区児

童相談所と も 連携を 図り な がら 、 都内全体の一時保護需要に対応 

 

（ 参考） 東京都一時保護所の需要推計                  単位： 人 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 ～ R15

②入所定員
上段： 都区合計

下段： 都  児  相 （ 250） （ 250） （ 296） （ 296） （ 320） （ 350） （ 414）

③差（ 不足分）

（ ①ʷ ②）

648

641

(▲7)

～

①需要推計総数

(▲57) (▲93) (▲57) (▲101)

488 534 580 624 668 663

(▲121) (▲86)

431 441 523 523 547 577

 

（ 取組１ －２ ）  

〇 子供の地域と の繋がり の保障、 相談部門と 保護部門の連携強化の観点から「 １

児童相談所１ 保護所」 を 基軸に整備を 検討 

（ 取組１ －３ ）  

〇 一時保護所や施設入所にかかる 期間を 適正化する た め、施設等への入所調整の

仕組みを 検討 
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（ ２ ） 個別的支援が必要な 児童を ケ ア する た めの人員体制 

＜課題２ ＞ 

○ ケ ア ニ ーズ が高く 個別支援が必要な 児童が増加し て おり 、 受け 入れる 児童の状

況は一層多様化・ 複雑化し 、 適切な 対応にはさ ら な る 体制強化が必要 

 

○ 令和６ 年４ 月、 内閣府令によ り 、 初めて の一時保護所の独自基準と な る 「 一時

保護施設の設備及び運営に関する 基準」 が施行さ れた が、 都市部の特性を 十分に

反映し て おら ず、 人員配置の基準が十分ではな い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組２ －１ ）  

〇 子供の権利擁護や必要な 個別ケ ア を 確保する 観点から 、 国調査研究等におい

て 示さ れて き た 配置基準の考え 方を 踏ま え 、「 幼児２ 人に対し 職員は１ 人、学齢

児３ 人に対し 職員１ 人を 常時配置」 する 方向性で検討 

 

 

 

 

※ 常時配置と は、 日中、 児童３ 人に対し て 常に職員１ 人（ 3 歳未満の幼児の場合は児

童２ 人に対し て 常に職員１ 人） を 配置する と いう 、 児童の個別ケ ア に着目し た 新た

な 考え 方。  

 

（ 取組２ －２ ）   

〇 ま た 、手厚い人員配置を 実現する た めに、採用・ リ ク ルート の強化を 図る な ど 、

人材確保の充実を 検討 

 

（ 参考） 東京都一時保護所での職員増員計画               単位： 人 

R6 R7 R8 R9 R10 R11
R12以降

R18ま で
合計

新設 大田 練馬 町田

西多摩

目黒渋谷

八王子

保護所

職員数
169 177 192 218 247 277 497

増員数 + 8 + 15 + 26 + 29 + 30 + 220 + 328

 

幼児（ 2 歳～3 歳未満）  ： 職員 ⇒ ２ ： １ （ 常時配置）  

幼児（ 3 歳以上）、 学齢児： 職員 ⇒ ３ ： １ （ 常時配置）  
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（ ３ ） 児童の権利を 守る た めの取組の充実 

＜課題３ ＞ 

〇 国の一時保護ガ イ ド ラ イ ン では、「 外出、 通学、 通信、 面会に関する 制限は、 子  

ど も の安全の確保が図ら れ、 かつ一時保護の目的が達成でき る 範囲で 必要最小限

と する 。」 と さ れる 一方、 運用で、 私物や通信機器の持ち 込み等、 一部限定し て い

る 状況 

 

〇 通学支援に関し て は、 虐待等の児童の状況や通学距離等から 、 一部の保護所の

みで対応。 通学が可能な 場合にも 、 職員体制が手薄であ る た め、 十分な 支援体制

の確保が困難 

 

〇 家庭的な 環境を 確保する 観点でのユ ニ ッ ト 化や、 プラ イ バシ ーへの配慮や、 児  

童が安心し て 一人にな れる 場所を 確保する 観点での居室の個室化が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組３ －１ ）  

【 児童の視点に立っ た 権利擁護の推進】  

〇 一時保護所内の児童の権利制限やルールの見直し を 図る こ と を 引き 続き 検討 

 

〇 児童への入所後の生活等の説明について 、分かり やすい説明の仕組やツ ールの

活用を 検討 

（ 取組３ －２ ）  

【 学習や通学への支援強化】  

〇 学習環境を 一層充実する た め、 在籍校と 緊密な 連携を 図る と と も に、 引き 続き

創意工夫し た 学習を 展開 

 

〇 通学が可能な 場合、 在籍校の近く の施設や里親への委託を 一層促進 

 

〇 一時保護所から の通学を 可能と する た め、 必要な 職員体制の確保や送迎のた め

の仕組を 検討 

（ 取組３ －３ ）  

【 家庭的な 環境を 実現する た めの施設整備】  

 〇 新設する 一時保護所について 、 ６ 人以下のユニ ッ ト 化及び個室化を 実現 

 

〇 既存一時保護所について も 、 ユニ ッ ト 化・ 個室化への手法を 検討 
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 評価指標  

 

取組 指標名 現状 目標値 

（ １ ）  

取組１ －１  

一時保護施設の定員数 2 5 0 人（ 民間

委託含ま な い）  
調整中 

（ １ ）  

取組１ －１  

 一 時保護 専 用施設 や委託 一時保

護が 可能な 里 親・ フ ァ ミ リ ーホ ー

ム 、 児童福祉施設等の確保数 

調整中 調整中 

（ ３ ）  

取組３ －１  

 第 三者評 価 を 実施 し て い る 一時

保護施設数 

全 1 1 か所（ 民

間委託の３ か

所含む）  

調整中 

（ ２ ）  

取組２ －１  

一時 保護施 設 職員に 対する 研修の

実施回数、 受講者数 
調整中 調整中 
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９  「  子供と 子育て 家庭を 支え る 専門人材の確保・ 育成・ 定着 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・ こ れま で の取組  

 

①  児童相談所所の専門人材の確保・ 育成 

〇 リ ク ルート チーム によ る 大学・ 養成校等への出前講座を 実施。実習生の受入れ、

広報動画によ る 児童相談所の魅力を Ｐ Ｒ  

 

〇 多様な 採用選考の実施（ 経験者選考でロ ールプレ イ ン グ を 導入。 令和６ 年度採

用選考から 経験者１ 級職の採用も 導入）  

 

〇 民間賃貸の職員住宅を 確保し 若者が働き やすい環境を 整備 

 

〇 都ト レ ーニ ン グ セ ン タ ーにおいて 、 経験の浅い職員を 中心にロ ールプレ イ ン グ

形式の演習型研修を 実施 

 

② 子供家庭支援セン タ ーへの支援 

〇 子供家庭支援セ ン タ ーの虐待対策ワ ーカ ーや心理職な ど の職種ご と の研修を 実   

施 

 

〇 勤続満３ 年以上の経験豊富な 虐待対策ワ ーカ ー（ 主任虐待対策ワ ーカ ー） を 配

置する 場合の財政支援を 実施 

 

③ こ ど も 家庭セ ン タ ーへの支援 

 〇 児童福祉法・ 母子保健法の改正によ り 、 児童福祉部門と 母子保健部門が一体と

な り 妊娠期か ら 包括的な 相談支援を 実施する こ ど も 家庭セ ン タ ーの設置が各区市

町村へ努力義務化 

都では令和６ 年度から 、 こ ど も 家庭セ ン タ ーに関わる 職員への研修を 開始 

 

④ 児童養護施設等におけ る 人材支援 

〇 施設職員の人材確保を 図る た め、 実習生に対し て 丁寧な 指導ができ る よ う 担当

職員を 配置 

（ 目指す方向性）  

○ 都児童相談所におけ る 計画的な 専門人材の確保・ 育成 

○ 都と 区市町村と 共同し た 人材育成の推進 

○ 妊産婦のニ ーズ に沿っ た 切れ目のな い支援を 実施する 人材育成の推進 

○ 児童養護施設等におけ る 専門的ケ ア 等に必要な 職員の確保・ 育成及び定着支援

の推進 
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〇 児童指導員等を 目指す者や実習を 受け た 学生等を 非常勤職員と し て 雇い上げる

取組を 支援 

 

〇 児童養護施設等が職員用の宿舎を 借り 上げた 場合に借り 上げ経費の一部を 支援 

 

〇 施設の専門職種職員やユニ ッ ト リ ーダ ー等の育成を 図る た めの研修を 実施する

と と も に、 施設の研修参加の取組を 支援 

 

 

 課題と 取組の方向性  

＜課題１ ＞ 児童相談所の専門人材の計画的な 確保・ 育成が必要 

〇 都児童相談所の児童福祉司・ 児童心理司について 政令基準に基づく 配置を 目指

すと と も に、 新た な 保護所の増設や手厚い職員配置に向け 、 計画的な 専門人材確

保のた めの強化策が必要 

 

〇 経験の浅い児童福祉司が増加し て いる 中、 法的対応な ど 高度な 専門性が求めら

れる 判断の難し いケ ース が増加 

 

〇 実践力の高い専門職を 育成する た め、 保護者と の面接ス キ ルの習得な ど が急務 

 

〇 困難ケ ース に対する 若手職員への助言・ 指導を 行う Ｓ Ｖ ・ 基幹的職員の育成・

増員が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組１ －１ ） 都児童相談所におけ る 計画的な 専門人材の確保・ 育成 

〇 都児童相談セ ン タ ーにおいて 、児童福祉の人材施策を 総合的に実施する 体制を

強化し 、 専門人材の確保・ 育成・ 定着に向け た 取り 組みを 一層推進 

 

〇 多様な リ ク ルート 活動を 展開し 、 計画的かつ確実に専門人材を 確保 

 

〇 都ト レ ーニ ン グ セ ン タ ーにおけ る ロ ールプレ イ ン グ 形式の演習型研修の充実 

 

〇 基幹的職員を 育成し Ｏ Ｊ Ｔ 体制を 強化する な ど 、 チーム マ ネ ジ メ ン ト 体制を

強化 
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＜課題２ ＞都と 区市町村と 共同し た 人材育成の推進が必要 

〇 子供家庭支援セ ン タ ーにおけ る 虐待の困難事例への対応や予防的取組が進む中、

経験豊富な 職員の育成や専門職の確保・ 育成に苦慮 

 

 〇 相談業務に係る ス キ ルやノ ウ ハウ の蓄積や継承が困難 

 

 

 

 

＜課題３ ＞妊産婦のニ ーズ に沿っ た 切れ目のな い支援を 実施する 人材育成が必要 

〇 こ ど も 家庭セ ン タ ー設置に向け 、 児童福祉部門と 母子保健部門の緊密な 連携が

必要。 ま た 、 妊娠期か ら ニ ーズ に沿っ て 予防的な 支援を 実施する 職員の育成が急

務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組２ ） 都と 区市町村と 共同し た 人材育成の推進 

〇 都と 区市町村の合同研修や人事交流等について 新た に企画実施する こ と によ

り 、 専門性の向上と 顔の見え る 関係を 構築 

 

〇 都ト レ セン と 特別区職員研修所の相互研修受講を 実施 

 

〇 都と 区市町村のケ ース 対応の事例を 収集し 、 共有でき る 仕組みを 検討 

（ 取組３ ） 妊産婦のニ ーズ に沿っ た 切れ目のな い支援を 実施する 人材育成の推進 

〇 組織間の連携体制構築を 目的と し た 、 子供家庭支援セ ン タ ーと 母子保健部門

の合同研修を 実施 

 

〇 妊娠期から 子育て 期にかけ て 切れ目のな い丁寧な 寄り 添い支援を 行う 支援者

を 育成する た め、 ス キ ルア ッ プ研修を 実施 

 

〇 両部門の連携の核と な る 人材のマネ ジ メ ン ト 力の強化を 検討 
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＜課題４ ＞ 児童養護施設等職員の資質及び専門性の向上 

〇 職員の人材確保に向け た 更な る 取組が必要 

 

〇 ケ ア ニ ーズ の高い児童の養育を 担う こ と から 職員の専門性の向上が不可欠 

 

〇 施設の小規模化や地域分散化の進展を 踏ま え 、 職員の孤立化を 防ぎ 、 メ ン タ ル

ヘルス 対策の取組が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組４ ） 施設職員の人材確保・ 育成に向け た 取組 

〇 社会的養護関係施設の 新規採用職員確保のイ ン セ ン テ ィ ブと な る 取組や働き

続け ら れる 支援制度の検討 

 

〇 職員の 専門性向上に向け た 認定資格の 取得支援や資格取得者を 施設等に配置

する 際の加算（ 手当） に対する 支援 

 

〇 専門機能強化型児童養護施設において 、 職員のメ ン タ ルヘルス 対応も 含めた

心理職の加配を 検討 
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社会的養育推進計画における 「 代替養育が必要な児童数」 について

保護者のない児童又は保護者に監護さ せる こ と が不適当である と 認めら れる 児童であって、 里親・ フ ァ ミ リ ー

ホームに委託し 、 又は児童養護施設等に入所さ せて養育する こ と が必要である 者の数（ 国策定要領よ り ）

定義

現行計画における必要児童数

年度 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R9 R 1 0 R 1 1

児童数計 4 ,309 4 ,390 4,459 4 ,516 4,564 4 ,604 4 ,637 4,662 4 ,682 4,698

施設 3,688 3,659 3 ,663 3 ,663 3,651 3 ,559 3,385 3 ,184 3 ,046 2,941

里親等 621 731 796 853 913 1 ,045 1 ,252 1 ,478 1 ,636 1 ,757

（ 里親等委託率） 14.4% 16.7% 17 .9% 18.9% 20 .0% 22.7% 27 .0% 31 .7% 34 .9% 37 .4%

➢ 年度末時点における ①施設（ 児童養護施設及び乳児院） 、 ②里親等（ 里親及びファ ミ リ ーホーム） への

措置児童数（ 潜在需要含む）

（ 単位: 人）

【 現行計画における 算定方法】

代替養育が必要な児童数 = 前年度末の措置児童数 ＋（ 新規措置児童数－退所児童数） ＋ 潜在需要

1

資料５
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基本的な考え方

都区の「 代替養育が必要な児童数」 算定方法について

〇 都と 児相設置区それぞれが計画の策定主体と し て、 代替養育が必要な児童数を算定する こ と が求めら れる

が、 児童は広域に渡って入所措置さ れる など 、 必ずし も 一つの区で完結し ないこ と から 、 整合を図って全体

の数値を算定する こ と が必要

児相設置区以外の都全体分
⇒都が算定

児相設置区８ 区分
⇒各区が算定

➤ 児相設置区は各区分の数値を算定し 、 都は児相設置区以外の都全体分の数値を算定し 、

合計し た数値を都全体の代替養育が必要な児童数と し て扱う

※ 「 児童人口推計×養護相談割合×相談件数中の措置割合」 など 、 都区の実態に合う 形で算出

【 都区共通の算定方法案】

都区と も に以下の方法で算定する

前年度末の措置児童数 ＋（ 新規措置児童数※－退所児童数） ＋ 潜在需要 － 予防的支援での家庭維持見込数

算定方法

〇 都と 区の合計数を都全体の数値と する ためには、 都と 区共通の方法で算定する こ と が望ま し い

〇 一方で、 児相設置以降の事例蓄積や区ごと の予防的支援の取組の違いなど、 自治体間の違いも 考慮すべき

≪必須要素≫ ≪付加的要素≫
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➤ 潜在需要（ 需要増）

「 施設利用等をすべき 事情があったが、 利用でき なかった児童※」 と し て、 児相設置以降の事例を踏ま え算

定する も のである ため、 付加的要素と する

※ 例: 実親の同意が取れなかった、 適切な施設等が見つから なかった等

⇒ 都は、 現行計画策定時の調査結果を用いて算定する

区には、 都と 同一の方法で算定する こ と を推奨する が、 自区の事例等に基づき 、 区ごと に算定の有無、

算定方法を決定する こ と は差し 支えない。

➤ 予防的支援での家庭維持見込数（ 需要減）

今後充実が見込ま れる 取組であり 各区の状況に差異がある ため、 付加的要素と する

⇒ 現時点では、 都全体での事例蓄積が十分でなく 、 予防効果の定量化が困難である こ と から 、

次期計画において都は算定要素と し ない。

区ごと の状況によ り 、 各区において算定する こ と は差し 支えない。

3

付加的要素について

〇 付加的要素についての考え方は以下のと おり
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【 目標及び実績の推移】

年度 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R8 R9 R 1 0 R 1 1

目標 14 .4% 16.7% 17 .9% 18.9% 20 .0% 22.7% 27.0% 31 .7% 34.9% 3 7 .4 %

実績 16.6% 16.8% 17 .2% 集計中 - - - - - -

委託率向上に向けた今後の方向性

・ 児童相談所における 専門職の計画的な増員を 図る こ と によ り 、 家庭養育優先の原則に基づき 、 里親委託を 徹底する

ケース マネジメ ント 体制を 強化

・ 各児童相談所における 里親等委託率や課題を 定期的に共有し 、 進捗状況の確認を徹底

・ 民間企業に対する 説明会の実施等、 対象を 明確にし た効果的な広報の実施

・ フ ォ ス タ リ ング機関事業の都内全域での実施によ り 、 区市町村と 連携を し た地域に根差し たリ ク ルート 活動の強化

・ ケアニーズの高い児童の養育に資する 研修や、 養育家庭の経験に合わせた支援の実施等によ り 、 里親の養育力向上に向

けた取組を 強化

社会的養育推進計画における 「 里親等委託率」 について

4

里親等委託率の考え方

〇 都内では、 ケアニーズの高い児童が増加し ており 、 児童養護施設での支援が必要な児童等の入所が

今後も 見込ま れる

〇 ま た、 現行計画最終年度における 目標値37.4% の達成に向け、 着実に実績を伸ばし ている と こ ろで

ある が、 計画値を若干下回っている

➤ 各種施策をさ ら に強力に推進し 、 次期計画においても 現行計画の目標を維持し 、 確実な目標達成を

目指し ていく
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（ 案）  

6 東 児福 第  号 

令和６ 年 月 日 

 

東京都知事 小池 百合子 殿 

 

東京都児童福祉審議会 

専門部会 

 部会長  新保 幸男 

 

東京都一時保護所の設備及び運営に関する 基準についての緊急提言 

 

 令和６ 年４ 月、 児童福祉法の改正によ り 、都道府県は内閣府令で定める「 一時保護施設の

設備及び運営に関する 基準」 に従い、又は参酌の上、令和６ 年度中に一時保護条例を制定す

る こ と が求めら れている 。  

 一方、東京都の一時保護所においては、一時保護を必要と する 児童が多数存在する ほか、

一時保護期間の長期化、受け入れ施設の不足、虐待によ る ト ラ ウ マや発達特性を抱える など

ケアニーズが高く 、 施設での生活が難し い児童の増加、「 ト ー横キッ ズ」 と 呼称さ れる 児童

の一時的な受入れ等、法令上の配置基準を満たすだけでは、児童の権利擁護や適切な個別ケ

アを確保する 観点から 十分ではない状況にある 。  

 こ う し た状況を踏ま え、 当部会では、 一時保護所の職員配置基準、 設備基準、 児童の権利

擁護など 様々な観点で議論を行っている が、 部会の議論を待たずに取り 組むこ と が可能な

事項について、 でき る だけ早期に着手すべき である ため、 別紙のと おり 緊急提言を行う 。  
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（ 案）  

 

 

 

別紙 

 

【 提言➀】  「 １ 児童相談所１ 保護所」 に向けた整備の推進 

・ 児童の地域と の繋がり の保障、一時保護児童の原籍校への通学、相談部門と 保護部門の連

携強化を図る 観点から「 １ 児童相談所１ 保護所」 を方針と し た児童相談所・ 一時保護所の

整備を推進する こ と 。整備に当たっては、一時保護児童の受入れ実態に合わせて一時保護

定員も 十分に確保する こ と  

 

【 提言②】  一時保護所における 職員の人員体制の強化 

・ 児童の権利擁護や必要な個別ケアを確保する 観点から 、国調査研究等において示さ れてき

た配置基準の考え方を踏ま え、日中において「 幼児２ 人に対し 職員１ 人、 学齢児３ 人に対

し 職員１ 人を常時配置」 する こ と  

・ ま た、夜間帯においても 、国の一時保護施設の設備及び運営に関する 基準で示さ れている  

よ う に、２ 人以上を配置する と と も に、開庁時間以外の時間における 法第二十五条第一項 

の規定によ る 通告に係る 対応を行う 場合には、 当該対応のために必要な職員も 置く こ と  

・ 虐待などによ る 心の傷つき 、 発達障害や愛着形成上の課題、 PTSD等を抱える 児童も 多い 

こ と から 、 一時保護所における 心理職の数は、 児童おおむね 10 人につき 1 人以上と する  

こ と  

 

【 提言③】  児童の権利擁護の推進 

・ 一時保護所において、児童が適切な教育を受けら れる よ う 、当該児童の希望を尊重し つつ、 

その置かれている 環境その他の事情を勘案し 、 通学の支援を行う こ と 。 そのために、必要 

な職員体制の確保や、 例えば、 民間事業者の活用など送迎可能な仕組みを検討する こ と  

・ 児童の視点に立ち、一時保護所内の児童の権利制限やルールについて、引き 続き 見直し を

図る こ と  

・ 一時保護所の入所にあたり 、児童に対し て行う 入所後の生活等の説明について、児童の視

点に立った分かり やすい説明の仕組み、 ツールを検討する こ と  

・ 家庭的な環境下で児童の支援ができ る よ う 、 一時保護所の設備については、 ４ ～６ 人の 

児童によ る 小規模ユニッ ト と する よ う 努める こ と 。また、プラ イ バシー等を保障する 観点 

から も 、 学齢児の居室は原則、 個室と する こ と  
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心理的・ 治療的ケアの専門的支援の充実に係る
集中討議について

１ 目的
〇 こ れま で都では、 ケアニーズの高い児童への専門的な支援の充実を 図る ため、 児童養護

施設の機能を 強化する ため、 専門機能強化型児童養護施設を 設置し 、 支援体制の充実を
図っ てき た。

〇 ま た、 児童自立支援施設の入所児童の多く は、 近年、 発達障害や虐待によ る 愛着障害を
抱えている など ケアニーズが高く 、 規則正し い構造化さ れた枠のある 生活に馴染みにく く
なっ ている 。

〇 こ のため、 児童自立支援施設における 心理・ 治療的機能を 強化する と と も に、 個別的ケ
アやアフ タ ーケアを十分に行える 体制を 確保でき る よ う 、 児童自立支援施設の支援体制の
あり 方について、 専門部会において集中討議を 行い、 社会的養育推進計画に反映する 。

２ 実施時期
令和６ 年12月上旬から 中旬

３ 参加メ ンバー
専門部会委員の中から 、 選任（ メ ンバーの選任は新保部会長 に一任）

資料７

-88-


